[image: ]１．親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどを明確化しました。
今回の改正では、まる１、こどもの人格の尊重、まる２、こどもの扶養、まる３、父母間の人格尊重・協力義務、まる４、子どもの利益のための親権行使といった親の責務が明確化されています。

２．親権に関するルールの見直し
父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを 親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
また、父母双方が親権者である場合の、親権の行使方法のルールが明確化されています。 まる１、親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、 他方が行います。
まる２、監護教育に関する日常の行為をするときや、こどもの利益のため急迫の事情があるときは、親権の単独行使ができます。
まる３、特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。 
加えて、監護に関する定めについて、監護の分担や監護の権限などのルールが明確化されています。

３．養育費の支払確保に向けた見直し
養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上します。
なお、養育費債権にさきどり特権と呼ばれる優先権が付与され、こどもひとりあたり、上限、月額8万円を設定することができます。
また、離婚時に取決めをしていなくても、一定額の養育費を請求できる法定養育費が新設されました。法定養育費は子ども一人当たり、月額2万円を設定することができます。
また、養育費に関する裁判手続きの利便性が向上しました。

４．安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
家庭裁判所の手続中に、親子交流を試行的に行うこと（試行的実施）に関する制度が設けられています。
婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
父母以外の親族（祖父母等）と、こどもとの交流に関するルールが設けられています



[image: ]５．財産分与に関するルールの見直し
財産分与の請求期間が２年から５年に伸長されています。
財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。


６．養子縁組に関するルールの見直し
養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています
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